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１ 部活動改革の背景について

２ 東京都の取組について

３ 意義と課題について

内容



中学校
義務教育
学校後期

都立中学校
(附属中)

中等教育
学校前期

計

設置
部活動数

(部)
7,905 126 96 140 8,267

運動系
(部)

4,960 81 51 79 5,171

（割合） 62.7% 64.3% 53.1% 56.4% 62.5%

文化系
(部)

2,945 45 45 61 3,096

（割合） 37.3% 35.7% 46.9% 43.6% 37.5%

中学校
義務教育
学校後期

都立中学校
(附属中)

中等教育
学校前期

計

在籍者数(人)※１ 228,953 2,832 2,155 2,878 236,818

加入者計(人)※２ 193,500 2,248 2,043 2,948 200,739

運動系(人) ※２ 126,206 1,555 1,146 1,736 130,643

（割合） 65.2% 69.2% 56.1% 58.9% 62.3%

文化系(人) ※２ 67,294 693 897 1,212 70,096

（割合） 34.8% 30.8% 43.9% 41.1% 37.7%

◆ 設置数◆ 生徒加入状況

◆ 令和４年度「部活動実施状況調査」

〇 調査実施時期
・ 令和５年１月から２月

〇 調査対象校 622校
・ 公立中学校（本校・分校）603校
・ 義務教育学校（後期課程）８校
・ 都立中学校（附属中学校）５校
・ 公立中等教育学校（前期課程）６校

※１ 在籍者数は、令和４年５月１日現在の学校基本調査によるものとする。
※２ 加入者数は,2部活以上入部している生徒の延べ人数としている。

２ 東京都の取組について 中学校等における部活動の実態



◆ 指導者の配置状況

※１ 部活動指導員は,学校教育法施行規則第78条の２に基づき,「中学校におけるスポーツ、文化、科学等
に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する」学校の職員。

学校の教育計画に基づき、校長の監督を受け、部活動の実技指導、大会・練習試合等の引率等を行う。

※２ 外部指導者は、※１以外で区市町村が配置している指導者。

（人） （人）

（約9,700人）

（約5,500人）

※１（学校の職員） ※２（主に有償ボランティア）

２ 東京都の取組について 中学校等における部活動の実態

52.4%

52.5%

47.6%

47.5%
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■目的：中学校等における部活動の地域移行に向けた取組等を検討するため
■実施時期：令和４年７月 ■対象：全区市町村教育委員会 ■回答数：６２地区

外部人材の活用について、課題や検討事項

 指導者の配置業務の一部を民間へ委託化
 指導者に対する講習等について（安全指導

講習、生徒指導を深める研修等）
 地域移行した際の部活動指導員の身分上の

扱い
 顧問（教員）と外部指導者等との連携
 事故発生時の責任の所在

85%

73%

13%

26%

2%

2%
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外部指導者

部活動指導員

活用している 活用していない 今後、活用予定

２ 東京都の取組について 部活動の地域移行に向けた取組等に関する調査結果

※活用していない理由

学校の時間外の活動は主に成人以上に開放しているため

外部団体に学校施設を貸し出す際の課題、検討事項

 既存の利用団体で利用枠が埋まっており、新規団
体が利用しにくい

 貸出事務は副校長が担うことなく、システム化等
の構築が必要

 営利目的で活動しているスポーツ団体への学校施
設の貸し出しについての考え方の整理

82% 11% 6%

活用している 今後、活用予定 活用していない

外部団体（中学生所属）が活動する際の学校の施設利用状況

◆ 外部人材の活用について

◆ 学校施設の活用



連携している

18%

連携予定

16%

検討中

66%

団体 連携している
今後、
連携予定

総合型地域スポーツクラブ 5 3

地区体育協会
（各競技団体）

10 3

地区文化団体・サークル 4 3

クラブチーム 2 0

プロスポーツチーム 2 0

民間事業者 5 1

フィットネスクラブ 3 0

大学 1 2

企業 3 2

地域学校協働本部 7 1

保護者会 2 0

（内訳）

コーディネーター的役割をする人材や団体等について

 教育委員会事務局による、民間事業者と学校との調整
 設立した財団が、部活動マネージャーを各種目別に配置
 活動状況を確認する部活動コーディネーター（外部講

師）を配置し、管理職等へヒアリング等を実施

地域のスポーツ団体等との連携に係る課題、検討事項

 学校部活動を本格的に請け負える地域団体が育ってい
ない

 外部指導員のみで指導を行う場合における、管理責任
や大会引率時の教員の同伴などの規程の整備

 公共施設の予約や使用料

（延べ地区数）

２ 東京都の取組について 部活動の地域移行に向けた取組等に関する調査結果

◆ 地域団体との連携状況



■目的：中学校等における部活動の地域連携・地域移行に向けた取組等を検討するため
■実施時期：令和５年１月 ■対象：全区市町村教育委員会（６２地区）

主な内容

地区数

開催済み 27地区

今後開催予定 10地区

開催予定なし 25地区

 総合教育会議で「現状の国や都の動向」や「スポーツ振興課や文化振興課などの首長部局との連携」を協議

 令和３年度に法人設立。毎週金曜に定例会を開催し、事業報告・課題整理・打合せを実施

 教育委員会内に設置した「地域部活動検討部会」において部活動運営支援業務の一部民間委託化について検討

 部活動指導員等の拡充と合同部活動設置について協議

 各中学校、教育委員会事務局及び首長部局における部活動及び関連事業の実施状況について情報共有

 部活動の地域連携に向けた地域資源の情報共有、課題の整理

 生徒、保護者、教職員、体育協会、文化芸術協会を対象にアンケート調査

開催済み, 

43.5%

今後開催予定, 

16.1%

開催予定なし,

40.3%

２ 東京都の取組について 「中学校等における部活動の地域連携・地域
移行に向けた取組等に関する調査」結果

◆ 令和４年度協議会等の開催状況について



２ 東京都の取組について

Ⅱ 新たな地域クラブ活動

「学校部活動及び地域クラブ活動に関する総合的なガイドライン」 及び
「学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画」について

策定の背景 都におけるこれまでの取組

学校部活動の地域連携・地域移行に関する検討

○ 部活動検討委員会を設置

・持続可能なスポーツや文化芸術環境構築に向けた協議

・地域連携・地域移行に関する課題整理

内容

Ⅰ 学校部活動

Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への

移行に向けた環境整備

Ⅳ 大会等の在り方の見直し

‣ 令和７年度末には、全公立中学校等で地域連携・移行に向けた

取組を実施することを目標

‣ 協議会等の検討体制を整備し、休日の在り方等を検討

‣ 推進計画等を作成し、取組内容、スケジュール等を周知

‣ 大会参加資格を、地域クラブ活動も参加できるよう見直し

（都中体連は、令和５年度から大会への参加を承認）

‣ 校長等は、できるだけ教員が引率しない体制を整備

‣ 生徒の負担が過度とならないよう、参加する大会等を精査

新

新

対象 Ⅰ：都立学校 Ⅱ～Ⅳ：主に公立中学校等

○ 令和元年７月、都は「部活動に関する総合的なガイドライン」策定

・生徒の自主的・自発的な参加の促進、効率的・効果的な活動の推進

○ 令和２年９月、国は、休日の部活動の段階的な地域移行を図ってい

くことを周知

‣ 地域のスポーツ・文化芸術団体、学校との関係者等からなる

協議会の実施

‣ 休日のみ活動をする場合も、原則として１日の休養日の設定

‣ 活動場所である公共施設について、利用しやすい環境づくり

‣ 希望する教員等の円滑な兼職兼業、質の高い指導者の確保

新

部活動の教育的意義と適切な運営の在り方

‣部活動指導者の役割（顧問、部活動指導員、外部指導者等）

部活動の在り方に関する方針

‣部活動の運営上の留意事項（休養日や活動時間の適切な設定等）

・地域のスポーツ・文化芸術団体等との連携した部活動の実施

体罰、不適切な行為の防止

‣体罰の定義、体罰関連行為のガイドライン

‣不適切な行為、セクシャル・ハラスメントの防止

部活動における重大事故防止に向けた安全対策

・部活動の安全実施に向けたポイント

・事故防止の取組

部活動中における健康面での留意事項

・熱中症警戒アラートを活用した熱中症予防

・頭部外傷の理解と予防等

Ｐ１～ Ｐ127～

Ｐ137～

Ｐ141～

❶「学校部活動及び地域クラブ活動に関する総合的なガイドライン」※「子供たちのスポーツ・文化芸術等に親しむ機会の確保」「教員の働き方改革」に資するガイドライン１



１ 策定の目的

３ 現状と課題

❷「学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画」

令和５年度から7年度までの改革推進期間における取組の展望を明らかにし、都内公立中学校等の部活動の地域連携・移行を推進

２ 推進目標

❖ 都内公立中学校で、専門的な技術指導ができる顧問は、運動部・文化部ともに約５５％

❖ 教員の部活動指導や大会引率を負担に感じている教員は少なくない

❖ 令和４年度に、地域連携・移行に向けて協議会を設置しているのは２７地区

令和７年度末までに、都内全ての公立中学校等で、地域や学校の実態に応じ、地域連携・移行に向けた取組を実施

ア 部活動検討委員会の開催

‣持続可能なスポーツや文化芸術環境の構築について検討

‣検討内容等について、ホームページ等で広く情報発信

（１）区市町村における地域連携・地域移行に向けた都の取組

イ 関係者間の連絡体制の構築

‣関係者と定期的に連絡調整する場を設け、連携を強化

‣地域連携・移行に関する取組状況を各種会議で情報提供

ウ 関係者への情報発信

‣リーフレットにより、地域連携・移行のスケジュール等を周知

‣好事例等をニュースレターで定期的に発信

エ 休日等の指導者の確保

‣TEPROサポーターバンクへの登録を促し、指導者の配置を支援

‣ 専門性を有する学生の指導者の確保に向けて、大学に働きかけ

オ 休日等の指導者の質の向上

‣外部指導者等に対し、 のガイドラインの活用を推奨

‣都立学校部活動指導員の研修資料を区市町村等に提供

カ 教員等の兼職兼業

‣教員の部活動指導に関する意識調査を実施し、課題を把握

‣円滑に兼職兼業の許可を得られるよう、規程や運用の改善

５ 都の取組

Ｐ３～

※ 地域連携・地域移行の実現に向けた取組やスケジュール等を示す計画

４ 取組の方向 ❖ スポーツ・文化芸術団体等と連携し、学校と地域が協働・融合した形で、関係者間の連絡体制の構築や指導者を確保

❖ 東京都は、休日の学校部活動の段階的な地域連携・移行を進め、区市町村の進捗に対して適切に助言

❖ 都立中学校等における一部の部活動において、先行的に地域連携・移行を推進、その成果を区市町村に発信

Ｐ２～

Ｐ１～

Ｐ１～

Ｐ１～

２

１

２ 東京都の取組について 「学校部活動及び地域クラブ活動に関する総合的なガイドライン」 及び
「学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画」について



ア 都立中学校等における地域連携・地域移行促進事業

‣実施校一部の部活動の地域連携・移行に関する実証事業を実施

‣ＴＥＰＲＯを活用した地域連携・移行等の成果を区市町村に発信

イ 都立高校における部活動改革パイロット校

‣実施校の一部の部活動における休日等の運営を民間事業者に委託

‣働き方改革の一つのモデルとしてその成果を都立高校に発信

（２）都立学校における地域連携・地域移行に向けた都の取組

ア 部活動指導員及び外部指導者の配置

‣単独指導や大会引率等を担う部活動指導員(非常勤職員)の配置

‣専門的な技術指導等を行う外部指導者(有償ボランティア)の配置

（３）区市町村における部活動の地域連携・地域移行に向けた都による経費の補助

地域連携・移行に向けた協議会等の設置

イ コーディネーター等の配置

‣区市町村で団体等と連絡調整を行う総括コーディネーターの配置

‣中学校で運営団体と連絡調整を行うコーディネーターの配置

ウ 地域連携・地域移行の推進に向けた協議会等の開催

‣区市町村の方針策定や体制構築等に係る協議会開催等を支援

エ 休日等の地域クラブ活動における指導者の配置

‣実技指導等を行う指導者の配置に係る謝金

‣教育的意義や体罰防止等に関する研修会開催

オ 困窮世帯への支援に係る体制構築

‣困窮する世帯への支援に係るシステム設置・改修等の体制構築

計画に基づく地域連携・移行の推進方針及びスケジュール等を示した計画等の策定

Ｐ７～

Ｐ10～

カ その他

‣地域連携・移行に係る体制構築のための初期費用を支援

例）ヘルプデスク設置の委託、課題把握のための調査費用

６ 区市町村の取組

７ 地域連携・地域移行に係る成果指標

Ｐ12～

❖ 運動・文化芸術活動が有意義だと感じている生徒の増加

❖ 教員が指導に携わらない休日の部活動の増加

❖ 教員の部活動への従事時間の縮減

Ｐ14～

８ 本推進計画の見直し

本推進計画の適合性の点検を行い、各施策の取組状況等を踏まえつつ、適宜、内容の見直し・改訂

Ｐ15～

都は、区市町村が地域連携・地域移行を推進できるよう、以下の経費を補助するとともに、国に対して令和6年度以降の支援について働きかけていく

２ 東京都の取組について 「学校部活動及び地域クラブ活動に関する総合的なガイドライン」 及び
「学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画」について



25

２ 東京都の取組について 未来へ つなぐ 部活動改革 リーフレット



26

２ 東京都の取組について 未来へ つなぐ 部活動改革 リーフレット

〇〇地区や週〇回、曜日、
時間など希望条件等を入力
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２ 東京都の取組について

「学校部活動及び地域クラブ活動に関する総合的なガイドライン」（東京都 令和５年３月）

部活動指導員と外部指導者について



生徒の豊かなスポーツ･文化芸術活動と教員の働き方改革を実現するため、休日の部活動について、
外部事業者と学校が連携して行う地域クラブ活動を試行実施し、部活動の地域連携･地域移行の在り方を
検証する。

＜主な検証事項＞

(1) 地域団体と学校との連携 (2) 外部委託による教員の負担軽減 (3) 地域クラブ活動における指導者の質の確保

(4) 活動場所の確保・施設の管理 (5) 教員等の兼業・兼職

１ 目的

２ 実施方法
都立中学校等の部活動における地域連携促進事業

公益財団法人東京学校支援機構（TEPRO)への委託により、
都立中学校等１０校の１０部活動について実施

都立高等学校における部活動改革パイロット校
民間事業者への委託により、都立高等学校６校の

１２部活動について実施

都教育委員会

民間事業者

委託

派遣

指導者

学校 学校 学校 学校 学校 学校

都教育委員会

ＴＥＰＲＯ（総括コーディネーター）

委託

人材バンク
への登録者

連携事業者 地域ＮＰＯ

派遣

学校 学校 学校 学校 学校 学校 学校 学校 学校学校

３ 予定している指導者

・民間事業者や地域スポーツ団体等からの派遣者 ・個人指導者 ・教員や部活動指導員（兼業・兼職）

・次ページのとおり

４ 実施校・実施部活動

・６月中に全実施校で指導開始

５ 今後の予定

２ 東京都の取組について 都立学校における部活動の地域連携・
地域移行の試行実施について



都立中学校等の部活動における地域連携促進事業 都立高等学校における部活動改革パイロット校

実施校 実施部活動

都立白鷗高等学校附属中学校 硬式テニス部

都立両国高等学校附属中学校 硬式テニス部

都立武蔵高等学校附属中学校 サッカー部

都立富士高等学校附属中学校 硬式テニス部

都立大泉高等学校附属中学校 卓球部

都立桜修館中等教育学校 剣道部

都立小石川中等教育学校 化学研究会

都立立川国際中等教育学校 ラクロス部

都立南多摩中等教育学校 卓球部

都立三鷹中等教育学校 硬式テニス部

実施校 実施部活動

都立足立高等学校 バドミントン部

都立日本橋高等学校 バドミントン部

都立調布北高等学校

サッカー部

男子バレーボール部

バドミントン部

都立板橋高等学校

男子バレーボール部

卓球部

都立永山高等学校

女子ソフトボール部

ハンドボール部

都立国分寺高等学校

硬式テニス部

バドミントン部

水泳部

２ 東京都の取組について 都立学校における部活動の地域連携・
地域移行の試行実施について



杉並区

運営主体：株式会社Sports&Works
一般社団法人 杉並文化スポーツサポーターズクラブ

活動場所：杉並区立小中一貫教育校高円寺学園
杉並区立富士見丘中学校

指 導 者 ：事業者に所属する専門コーチ、外部コーチ
移動手段：該当校生徒の参加

責任主体：杉並区教育委員会
活動種目：軟式野球、バスケットボール、サッカー、

ソフトテニス、バドミントン等
会 費 等 ：なし
保 険 ：災害共済給付制度

令和４年度地域運動部活動推進事業
休日の段階的な地域移行に関する実践研究 成果報告書（概要）

日野市

運営主体：スポーツデータバンク（株）
※連携：コニカミノルタ（株）

活動場所：日野市立三沢中学校 校庭
指 導 者 ：コニカミノルタ（株）社員 （陸上競技部コーチ・選手）
移動手段：徒歩・公共交通機関

責任主体：スポーツデータバンク（株）
日野市教育委員会

活動種目：陸上競技
会 費 等 ：なし
保 険 ：スポーツ安全保険

実践研究校：広尾中学校、代々木中学校
原宿外苑中学校、
渋谷本町学園中学校

活動場所 ：渋谷本町学園中学校、広尾中学校、代々木中学校
指 導 者 ：ユナイテッド委託事業者による専門指導員
移動手段 ：徒歩

活動種目：サッカー
会 費 等 ：20,000円/年

渋谷区

令和４年度の取組（地域運動部活動推進事業 成果報告書） スポーツ庁ホームページに掲載
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/jsa_pref_00013.html

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/jsa_pref_00013.html
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